
  

長岡京市みんなの未来をつくるまち活補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、長岡京市における助け合いとつながりのまちづくりを推進するため、市内

で営利を目的とせず、市民が自主的に行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する公

益的な活動（以下「まち活」という。）をする団体が行う事業及び市と協働して行う事業

に要する経費に対し、予算の範囲内において長岡京市みんなの未来をつくるまち活補助金

（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付に関しては、長岡京市補助金

等交付規則（昭和５７年長岡京市規則第８号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助対象者） 

第２条 補助の対象となる団体等（以下「補助対象団体等」という。）は、次の各号に掲げ

る補助対象コースに応じ、それぞれ当該各号に掲げる団体等及び市長が特に認めた団体等

とする。ただし、申請は毎年度１団体１事業いずれか１コースのみとし、たねまくコース

にあっては、立ち上げ後３年以内の事業に限る。 

⑴  たねまくコース及びはなさくコース 

次のいずれにも該当する団体であること。 

ア 市内で、主たる活動を行っている団体 

イ 構成員が２人以上で、団体構成員に半数以上の市内に在住、在勤又は在学の市民

を含む団体 

ウ 市民公益活動を継続的に推進する団体 

エ この事業に係る補助金交付決定後１年以上継続して活動する見込みがある団体 

⑵ 小学校区コミュニティ活動応援コース 次のいずれにも該当する組織であること。 

ア 長岡京市自治会長会に参画する自治会や地域の各種団体で小学校区単位を基本

に組織された校区連合体組織 

イ 地域コミュニティ協議会が設立されていない小学校区の組織 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体等については、補助対象としない。 

⑴ 特定の政治、宗教、思想若しくは政策等を推進又は反対することが目的の団体 

⑵ 特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目

的とする団体 

⑶ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある団体 

⑷ 営利を主たる目的とする団体 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付を受けることが適当でないと市長が認める

団体 

 



  

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業は、補助対象団体等が第１条に規定する趣旨に沿って

長岡京市内で行うまち活であって、その活動の内容、時期、経費等がその活動の目的を達

成するために適当であると市長が認めた事業とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業については、補助対象としない。ただし、市

長が必要と認める場合は、この限りでない。 

⑴ 地域住民の自由な参加を認めない、特定の者のみにより実施する事業 

⑵ 特定の政治、宗教、思想若しくは政策等を推進又は反対することが目的の事業 

⑶ 研究または調査、構成員の内部研修を目的とした事業 

⑷ 事業効果に持続性及び発展性が欠けると認められる事業 

⑸ 国又は長岡京市を含む地方公共団体の補助制度に採択されている又は申請している

事業 

⑹ 過去に３回当該補助金の交付を受けた事業。ただし、小学校区コミュニティ活動応援

コースについては、この限りでない。 

  

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表第１のと

おりとする。 

 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助率及び補助限度額は別表第２のとおりとする。 

２  前項の規定により算出した額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるもの

とする。 

 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、長岡京市みんなの未来をつくるまち活補助金

交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、市長が指定する日までに、

市長に提出しなければならない。 

⑴ 事業実施計画書（別記様式第２号） 

⑵ 事業に係る収支予算書（別記様式第３号） 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

２ 補助金の交付を申請した者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、補助金の

交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実

施しようとする場合において、別に定める事前着手届を市長に提出したときは、この限り

でない。 

 



  

 （交付の決定） 

第７条 市長は、前条に規定する交付申請書を受け付けたときは、当該申請書に係る補助金

交付の適否を審査し、必要と認めたときは、長岡京市みんなの未来をつくるまち活補助金

交付決定通知書（別記様式第４号）により当該申請者に通知するものとする。 

２ 市長が必要と認める場合は、前項の規定による審査を別に定める長岡京市みんなの未来

をつくるまち活補助金審査会に行わせることができるものとする。 

３ 市長は、第 1 項の規定による交付決定について、次に掲げる条件を付するものとする。 

⑴ この補助金は、この要綱に基づく補助事業以外に使用しないこと。 

⑵ 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止

しようとする場合は、市長の承認を得ること。 

⑶ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

⑷ 補助事業完了後１か月後又は年度末の、いずれか早い日までに事業終了報告書を提出

すること。 

⑸ 事業が適正に行われることを期するため、必要があるときは、市長が事業の実施状況

の報告を求め、又は実施調査を行うことがあること。 

⑹ 補助の目的に反するときは、補助金の一部又は全部を返還させることがあること。 

⑺ 補助事業に係る収支状況等を常に明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を

５年間保管しておくこと。 

⑻ 補助事業の遂行に関しては、規則及びこの要綱の規定を遵守すること。 

⑼ その他市長が必要と認めること。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 補助金の交付を申請した者は、前条第１項の規定による通知書を受領した場合にお

いて、当該申請にかかる補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服がある

ときは、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請にかかる補助金の交付決定は

なかったものとみなす。 

 

（補助事業の遂行） 

第９条 第７条の規定による補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、補助金の交付の目的及びこれに付された条件、その他この要綱に従って補助金を使用

し、他の目的に使用してはならない。 

 

（事業計画の変更及び承認） 

第１０条 補助事業者が、事業計画の変更をしようとするときは、長岡京市みんなの未来を



  

つくるまち活補助金事業計画変更承認申請書（別記様式第５号）に次に掲げる書類を添付

し、市長に提出しなければならない。 

⑴ 事業実施計画書（別記様式第２号） 

⑵ 事業に係る収支予算書（別記様式第３号） 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、内容等を検討のうえ承認した場合

には、長岡京市みんなの未来をつくるまち活補助金事業計画変更承認書（別記様式第６号）

により通知するものとする。 

 

（事業終了報告） 

第１１条 補助事業者は、事業の完了後、長岡京市みんなの未来をつくるまち活補助金事業

終了報告書（別記様式第７号）に次に掲げる書類を添付して、事業終了後１か月後又は年

度末の、いずれか早い日までに市長に提出しなければならない。 

⑴ 事業実績報告書（別記様式第８号） 

⑵ 収支決算書（別記様式第９号） 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

 

（確定通知） 

第１２条 市長は、前条に規定する事業の終了報告書を受理した場合において、当該報告に

係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その補助事業の成果が補助金の

交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額

を確定し、長岡京市みんなの未来をつくるまち活補助金確定通知書（別記様式第１０号）

により、当該補助事業者に通知するものとする。 

 

（請求及び交付） 

第１３条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者は、長岡京市みんなの未来をつく

るまち活補助金交付請求書（別記様式第１１号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により請求を受けた場合には、当該補助事業者に対し、補助金を交

付するものとする。 

 

（是正措置） 

第１４条 市長は、補助事業の完了後、事業終了報告書を受けた場合において、その報告に

かかる補助事業の成果が補助金の交付条件等に適合しないと認めるときは、その補助事業

につきこれに適合させるための措置をとるべきことを、当該補助事業者に対して命ずるこ

とができる。 

２ 第１１条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。 



  

 

（交付の特例） 

第１５条 市長は、補助事業者のうち、特に必要があると認めたものに対しては、第１３条

の規定にかかわらず、その事業の施行前又は施行中に補助金を概算交付することができる。 

２ 前項の規定による概算交付を受けようとする補助事業者は、長岡京市みんなの未来をつ

くるまち活補助金概算交付請求書（別記様式第１２号）に第７条の交付決定通知書の写し

を添付して、市長に提出しなければならない。 

 

（交付取消等） 

第１６条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、補助金の交付決

定若しくは確定を取消し、又は変更することができる。 

⑴ この要綱に違反したとき。 

⑵ 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき、又は使用しなか

ったとき。 

⑶ 補助金の交付に付した条件に違反したとき。 

⑷ 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。 

⑸ 事業の実施方法が、補助金の交付の趣旨にそわないと認められるとき。 

 

（補助金の返還） 

第１７条 市長は、前条の規定により補助金の取消等を行った場合において、すでに補助金

が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。 

２ 市長は、第１５条の規定により補助金の概算交付を受けた場合において、補助金概算交

付済額が実績報告に基づく必要な補助額を超えたときは、当該補助事業者に対して、その

差額を返還させなければならない。 

 

（延滞金） 

第１８条 市長は、前条第１項の場合において、補助金の返還が納期限までに納付されなか

ったときは、当該補助事業者に対し、規則第１５条の規定を準用するものとする。 

 

（財産処分の制限）  

第１９条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、次に掲げる

ものを市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が定める期間を経過した後は、そ

の限りでない。 

⑴ 不動産及びその従物 

⑵ その他市長の定めるもの 



  

 

（成果の発表） 

第２０条 補助事業者は、市が開催する成果発表会に参加し、対象事業の実績、成果の発表

を行うものとする。 

 

（その他） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年３月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年３月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年３月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 



  

別表第１（第４条関係） 

区分 経費の種類 

報償費 ・講師・出演者、団体構成員等 専門家への謝金等 

（専門的な指導や講義が必要であると認められる場合に限る。団体構成

員への謝金は、１名あたり年間５万円を上限とする) 

旅費 ・講師等の移動のための交通費、通行料等 

・事業実施に伴う団体構成員の交通費、通行料等 

使用料及び賃借料 会場使用料、車両、機器・用品類等の借上料等（長岡京市立施設の使用

料については、補助対象期間内に使用したものであれば、４月１日より

前に使用料を支払っている場合であっても対象経費として認めるもの

とする） 

委託料 デザインなど専門知識、技術等を要する業務についての委託費用。補助

対象経費総額の１／２を上限とする。ただし、決算時点において２０％

以内の超過は認めるものとする。 

諸費 ・会議資料、ポスターの等の用紙、封筒、文具、工作材料等 

・模擬店等の食材（ただし小学校コミュニティ活動応援コースのみに適

用し、かつ受益者負担があるものに限る） 

・事業実施に伴い仮設した会場の光熱水費や暖房用燃料費 

・コピー代、ポスター・チラシ・プログラム・報告書等の印刷製本費 

・郵便料、運搬料等 

・講師謝金の振込手数料、参加者募集の広告掲載料等 

・ボランティア保険料 

備品購入費 取得価格１万円以上（図書は５千円以上）。補助対象経費総額の１／２

を上限とする。ただし、決算時点において２０％以内の超過は認めるも

のとする。 

その他の経費 市長が必要と認める経費 

注）上記経費のうち、社会通念上、補助することが適当と認められない経費については対

象経費としない。 

 



  

別表第２（第５条関係） 

区分 補助率 補助限度額 

たねまくコース ３／４以内 １００，０００円 

はなさくコース ２／３以内 ３００，０００円 

小学校区コミュニティ活動応援コース １／２以内 ６０，０００円 



  

別記様式第１号（第６条関係） 

長岡京市みんなの未来をつくるまち活補助金交付申請書 

 年  月  日 

長岡京市長 様 

団 体 名  

代 表 者 氏 名 
(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

                   

団 体 連 絡

先 

住所 
〒  － 

 

連絡先 
TEL FAX 

E メール 

連 絡 責 任

者 

(上記と同内

容の項目は

記入不要) 

住所 
〒  － 

 

氏名 
(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

 

連絡先 
TEL FAX 

E メール 

長岡京市みんなの未来をつくるまち活補助金の交付を受けたいので、長岡京市みんなの

未来をつくるまち活補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて次のとおり申

請します。 

コース名 

（コース名に✔） 

☐たねまくコース  ☐はなさくコース       

☐小学校区コミュニティ活動応援コース 

事業の名称  

交付申請額      ，０００円    同一事業の過去採択回数        回 

事業完了予定日    年  月  日 ※申請年度内に終了すること 

添付書類 

（申請時に要確認） 

☐事業実施計画書（別記様式第２号） ☐収支予算書（別記様式第３号） 

☐銀行口座振替依頼書   ☐定款又は会則    ☐構成員名簿 

団体構成 構成人数  人 （内  人市内在住・在勤・在学） 

団体の活動内容 
（これまで活動し

てきた内容） 

 

事前着手届 

(交付決定前に事業を着手される場合は、必ず下記に☑し着手日を記載してください。) 

１ 事前着手の理由 

☐ 申請事業については、速やかな事業実施が必要なため、交付決定前に着手しますので届け出ます。

なお、本件について交付決定がなされなかった場合においても異議は申し立てません。 

２ 事前着手(予定)年月日        年    月    日 



  

別記様式第２号（第６条、第１０条関係） 

事業実施計画書 

団体名  

事業の名称  

【①課題】解決したい地域課題とその背景（事業の目的と課題の把握、公益性） 

 

【②事業内容】①を解決するための事業（申請事業）の概要（実行性、公益性、独創性） 

 

【③目的】②（事業内容）によって到達したい状態や目標（事業の目的と課題の把握） 

 

広報の方法 
（公益性） 

＊広く市民に知らせて参加者を公募してください 

 

収入を得る 

方法（継続性） 

＊事業を今後も続けるための、市補助金・自己資金以外の収入を検討してください。 

 

今年度の 

事業の内容と 

スケジュール 
＊購入する備品の

使用用途もこちら

に記載してくださ

い。 

 
（実行性、公益性） 

実施時期 事業の名称や実施内容、場所、参加予定人数等 

  

次年度以降の 

事業の展開 
（継続性） 

  年度  

年度  



  

別記様式第３号（第６条、第１０条関係） 

収支予算書 

収入                             （単位：円） 

科目 予算額 説明 

まち活補助金   

自己資金   

事業収入   

その他収入   

   

総計  ※支出額合計と同額であること 

支出                             （単位：円） 

科目 予算額 説明（数量・単価など具体的に記入してください） 

報償費   

旅費   

使用料及び賃借料   

委託料   

諸費 
※ 

消耗品費、食糧費、 

光熱水費、印刷製本

費、通信運搬費、手数

料、保険料が対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備品購入費 
※取得価格１万円以上

（図書は５千円以上） 
  

その他の経費 

 
  

補助対象内経費小計 

① 
  

対
象
外 

   

   

補助対象外経費小計 

② 
  

総計（①＋②）  ※収入額合計と同額であること 

 

 



  

別記様式第４号（第７条関係） 

 

                        第     号  

年  月  日  

 

団体名 様  

 

                   長岡京市長       印  

 

長岡京市みんなの未来をつくるまち活補助金交付決定通知書 

 

  年  月  日付で申請のあった標記の補助金について、長岡京市みんなの未来をつ

くるまち活補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり交付決定をしたので通

知します。 

 

記 

 

１ 補助事業名 

 

２ 補助見込額  金            円 

 

３ 補 助 条 件 

（１）この補助金は、長岡京市みんなの未来をつくるまち活補助金交付要綱に基づく

補助事業以外に使用しないでください。 

（２）補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容を変更し、又は補助事

業を中止しようとする場合は、市長の承認を得てください。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となっ

た場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けてください。 

（４）補助事業完了後１か月後又は年度末のいずれか早い日までに事業終了報告書

を提出してください。 

（５）事業が適正に行われることを期するため、必要があるときは、市長が事業の

実施状況の報告を求め、又は実施調査を行うことがあります。 

（６）補助の目的に反するときは、補助金の一部又は全部を返還させることがあり    

 ます。 

（７）補助事業に係る収支状況等を常に明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証

拠書類を５年間保管してください。 

（８）補助事業の遂行に関しては、長岡京市補助金等交付規則及び長岡京市みんな

の未来をつくるまち活補助金交付要綱の規定を遵守してください。 



  

別記様式第５号（第１０条関係） 

年  月  日 

 

長岡京市長 様 

                    住 所 

団体名               

代表者名             

 

長岡京市みんなの未来をつくるまち活補助金事業計画変更承認申請書 

 

年  月  日付第  号で交付決定のあった長岡京市みんなの未来をつくるま

ち活補助金にかかる事業について事業計画の変更をしたいので、長岡京市みんなの未来

をつくるまち活補助金交付要綱第１０条の規定により次のとおり申請します。 

 

補助事業名 
 

変更の理由 
 

変更の内容 

 

対象事業費 変更前 円 変更前 円 

交付申請額 変更後 ，０００円 変更後 ，０００円 

添付書類 

（申請時に要確認） 

□事業実施計画書（別紙様式第２号） 

□収支予算書（別紙様式第３号） 

 



  

別記様式第６号（第１０条関係） 

 

                        第     号  

年  月  日  

 

団体名 様  

 

                   長岡京市長       印  

 

長岡京市みんなの未来をつくるまち活補助金事業計画変更承認書 

 

  年  月  日付で申請のあった事業計画変更について、長岡京市みんなの未来をつ

くるまち活補助金交付要綱第１０条の規定により、下記のとおり承認をしたので通知

します。 

 

記 

 

１ 補助事業名 

 

２ 補助見込額  金            円 

 

３ 補 助 条 件 

（１）この補助金は、長岡京市みんなの未来をつくるまち活補助金交付要綱に基づく補

助事業以外に使用しないでください。 

（２）補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容を変更し、又は補助事業

を中止しようとする場合は、市長の承認を得てください。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった

場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けてください。 

（４）補助事業完了後１か月後又は年度末のいずれか早い日までに事業終了報告書を

提出してください。 

（５）事業が適正に行われることを期するため、必要があるときは、市長が事業の実

施状況の報告を求め、又は実施調査を行うことがあります。 

（６）補助の目的に反するときは、補助金の一部又は全部を返還させることがありま

す。 

（７）補助事業に係る収支状況等を常に明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠

書類を５年間保管してください。 

（８）補助事業の遂行に関しては、長岡京市補助金等交付規則及び長岡京市みんなの

未来をつくるまち活補助金交付要綱の規定を遵守してください。 



  

別記様式第７号（第１１条関係） 

年  月  日 

 

長岡京市長 様 

                    住 所 

団体名               

代表者名             

 

長岡京市みんなの未来をつくるまち活補助金事業終了報告書 

 

    年  月  日付で補助金交付決定通知を受けた標記の補助金についての補助

事業を完了したので、長岡京市みんなの未来をつくるまち活補助金交付要綱第１１条の

規定により、関係書類を添えて下記のとおり報告します。 

  なお、本書に添付している領収書の写しは原本と相違ないことを証明します。 

 

補助事業名  

精算額     ，０００円（収支決算書の長岡京市みんなの未来をつくるまち活補助金

の額） 

事業実施期間    年  月  日から  年  月  日まで 

添付書類 

（報告時に要確認） 

□事業実績報告書（別記様式第８号） 

□収支決算書（別記様式第９号） 

□参考資料（記録写真、チラシ、新聞記事、領収書の写し等） 

 



  

別記様式第８号（第１１条関係） 

 

事業実績報告書 

団体名 
 

コース名 

（コース名に✔） 

□たねまくコース   

□はなさくコース 

□小学校区コミュニティ活動応援コース 

事業の名称  

事業内容 

 

※ 

補助金を活用し

て実施した事業

の内容を具体的

にご記入下さい 

 

実施日 

 

事業の内容(事業の名称、場所、参加人数等) 

  

事業実施に 

よる成果 

 

次年度以降の 

事業の展開 

 



  

別記様式第９号（第１１条関係） 

収支決算書 

収入                             （単位：円） 

科目 決算額 説明 

まち活補助金   

自己資金   

事業収入   

その他収入   

総計   

次年度への繰越＊  収入総計（      ）-支出総計（      ） 

＊【繰越金がある場合】 □ 繰越金は今後当該事業を実施する際に使用します。 

支出                             （単位：円） 

科目 予算額 説明（数量・単価など具体的に記入してください） 

報償費   

旅費   

使用料及び賃借料   

委託料   

諸費 
※ 

消耗品費、食糧費、 

光熱水費、印刷製本

費、通信運搬費、手数

料、保険料が対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備品購入費 
※取得価格１万円以上

（図書は５千円以上） 
  

その他の経費 

 
  

補助対象内経費小計 

① 
  

対
象
外 

   

   

補助対象外経費小計 

② 
  

総計（①＋②）   

 



  

別記様式第１０号（第１２条関係） 

 

                        第     号  

年  月  日  

 

団体名 様  

 

                   長岡京市長       印  

  

長岡京市みんなの未来をつくるまち活補助金確定通知書 

 

   年  月  日付第  号で交付決定をした長岡京市みんなの未来をつくるまち

活補助金について、長岡京市みんなの未来をつくるまち活補助金交付要綱第１２条の規

定により、下記のとおり交付額を確定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助事業名 

 

２ 交付確定額   金        円 



  

別記様式第１１号（第１３条関係） 

年  月  日 

 

長岡京市長 様 

                    住 所 

団体名               

代表者名             

 

長岡京市みんなの未来をつくるまち活補助金交付請求書 

 

   年  月  日付で交付確定の通知があった標記の補助金について、長岡京市み

んなの未来をつくるまち活補助金交付要綱第１３条の規定により、下記のとおり請求し

ます。 

 

記 

 

交付確定額（ａ）   金             円 

 

概算交付済額（ｂ）  金             円 

 

未交付額（ａ－ｂ）  金             円 



  

別記様式第１２号（第１５条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）長岡京市長 様 

 

住 所 

団体名           

代表者名         

 

 

長岡京市みんなの未来をつくるまち活補助金概算交付請求書 

 

 

    年  月  日付で交付決定の通知があった標記の補助金について、長岡京市

みんなの未来をつくるまち活補助金交付要綱第１５条の規定により、関係書類を添え

て下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

 

１ 請 求 額       金               円 

 

 

２ 概算交付が必要な理由 

 

 

３ 添付書類 

   

  （１）交付決定通知書の写し 


